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○
工
事
担
任
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
八
号
）
（
法
第
八
十
一
条
関
係
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
帳
簿
） 

第
五
十
一
条 
法
第
八
十
一
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

一 

試
験
事
務
の
区
分 

二 

試
験
年
月
日 

三 

試
験
地 

四 

受
験
者
の
受
験
番
号
、
氏
名
及
び
生
年
月
日 

五 

合
否
の
別 

六 

合
格
年
月
日 

（
帳
簿
） 

第
五
十
一
条 

（
略
） 

  

２ 

法
第
八
十
一
条
の
帳
簿
は
、
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え

付
け
、
記
載
又
は
記
録
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
八
十
一
条
の
帳
簿
は
、
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え

付
け
、
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
削
除
） 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
○

年
○
月
○
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

  

別紙３ 


